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１．令和３年度 エイジフレンドリー補助金について 

令和 3年 6月 11日より厚生労働省は、「令和 3年度エイジフレンドリー補助金」の申請受付をスタートしています。 

この補助金の目的は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全

衛生対策の実施に対して行うものです。令和 2年度に創設されたもので、まだまだ聞き慣れない補助金かもしれません。 

社会福祉施設、医療保険業、旅館業、飲食店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接す

る業務での新型コロナウィルス感染を防止するため、設備や作業の改善も重要となります。 

【支給対象となる事業者】は、（１）高年齢労働者（60 歳以上）を常時 1 名以上雇用していること、（２）業種は、小売業、サ

ービス業、卸売業、その他の業種であること（労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業

者となります。）、（３）労働保険に加入していることが必要です（※そのほか支給決定に当たって審査があります。）。  

【補助対象となる職場環境の改善対策】は、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を

補助対象とし、①身体機能の低下を補う設備・装置の導入、②働く高齢者の健康や体力の状況の把握等、③高年齢労働者

の特性に配慮した安全衛生教育、④その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策が該当します。 

【補助金額】は、上限額は１００万円（消費税込）、補助率２分の１で、費用の一部を補助するものです。 

締切は令和３年１０月末までとなっておりますが、予算の関係上、締切より早く締め切られることがあ 

ります。該当する方におかれましては、お早目の検討をお勧めします。 

２．健康保険法が来年改正されます ～令和 4年版改正事項～ 

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和３年６月 11 日に公布さ

れました。これにより来年改正される健康保険法の主な事項を３点ご紹介します。 

１つ目は、『傷病手当金の支給期間の通算化（R4.1.1 施行）』です。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療

養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日から最長１

年６カ月です。今回の改正で、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう

に、支給期間の通算化が行われます（支給を始めた日から通算して１年６カ月支給）。がん治療などで入退院を繰り返すな

ど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。２つ目は『任意継続被

保険者制度の見直し（R4.1.1 施行）』。任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も選択によって引き

続き最大２年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。改正により任意継続被保険者

の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失が可能となるというものです。３つ目は『育児休業

中の保険料の免除要件の見直し（R4.10.1 施行）』。 育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の末日時点で育児

休業をしている場合に、当該月の保険料（賞与保険料含む）が免除される仕組みです。そのため例えば、月中に２週間の育

休を取得したとしても、休業期間に月の末日を含まなければ免除の対象にはなりません。 

今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、育児休業期間に月末を含まない

場合でも、月内に２週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除す

るとともに、賞与に係る保険料については１カ月を超える育児休業を取得している場合

に限り免除の対象とするというものとなります。ご不明点等ございましたら、当事務所ま

でお気軽にお問い合わせください。 

３．夏季休暇のご案内  （8/13～16） 

上記の通り、お休みをいただきます。何卒、ご承知おきください。 

● 編集後記 ● 

 

AKI 
Aozora 

   Key Information 

 

〔事務所だより〕こちらは全部お読みいただいても５分です。 

 あおぞら キー インフォメーション 

 

緊急事態宣言が続く中、オリンピックは茹でた枝豆片手に自宅観戦で盛り上がっていま
す。今までのアスリートの頑張りを応援したいです。（秋山） 
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